
   春日部市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 

 （春日部市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 春日部市職員の給与に関する条例（平成１７年条例第５２号）の一部を次のように

改正する。 

(1) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。 

改正後 改正前 

（住居手当） 

第９条の４ 

２ 

 (２) 前項第２号に掲げる職員 3,500円 

 

 

 

 

 

（期末手当） 

（住居手当） 

第９条の４ 

２ 

(２) 前項第２号に掲げる職員 3,500円（当

該住宅が当該職員その他規則で定める者によ

って新築され、又は購入されたものである場

合にあっては、当該新築又は購入がなされた

日から起算して５年を経過するまでの間は、

4,500円） 

（期末手当） 

第17条  第17条  

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に

支給する場合においては100分の140、12月に支

給する場合においては100分の150を乗じて得た

額に、基準日以前６か月以内の期間におけるそ

の者の在職期間の区分に応じて、次の表に定め

る割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に

支給する場合においては100分の140、12月に支

給する場合においては100分の160を乗じて得た

額に、基準日以前６か月以内の期間におけるそ

の者の在職期間の区分に応じて、次の表に定め

る割合を乗じて得た額とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につい

ては、同項中「100分の140」とあるのは「100

分の75」と、「100分の150」とあるのは「100

分の80」とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につい

ては、同項中「100分の140」とあるのは「100

分の75」と、「100分の160」とあるのは「100

分の85」とする。 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第18条  第18条  

２  ２  

(１) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員

当該職員の勤勉手当基礎額に、当該職員がそ

れぞれの基準日現在（退職し、若しくは失職

し、又は死亡した職員にあっては、退職し、

若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項

において同じ。）において受けるべき扶養手

当の月額及びこれに対する地域手当の月額の

合計額を加算した額に100分の70を乗じて得

た額の総額 

(１) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員

当該職員の勤勉手当基礎額に、当該職員がそ

れぞれの基準日現在（退職し、若しくは失職

し、又は死亡した職員にあっては、退職し、

若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項

において同じ。）において受けるべき扶養手

当の月額及びこれに対する地域手当の月額の

合計額を加算した額に100分の75を乗じて得

た額の総額 

  



 (2) 別表第１及び別表第２を次のように改める。 



第２条 春日部市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

(1) 次の表中、改正前の欄の号（以下「改正前の号」という。）に対応する改正後の欄の

号が存在しない場合にあっては、当該改正前の号を削る。 

(2) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。 

改正後 改正前 

（住居手当） （住居手当） 

第９条の４ 住居手当は、自ら居住するため住宅

（貸間を含む。）を借り受け、月額12,000円を

超える家賃（使用料を含む。以下同じ。）を支

払っている職員（有料宿舎を貸与され、使用料

を支払っている職員その他規則で定める職員を

除く。）に支給する。 

第９条の４ 住居手当は、次に掲げる職員に支給

する。 

 (１) 自ら居住するため住宅（貸間を含む。）

を借り受け、月額12,000円を超える家賃（使

用料を含む。以下同じ。）を支払っている職

員（有料宿舎を貸与され、使用料を支払って

いる職員その他規則で定める職員を除く。）

 (２) 当該職員の所有に係る住宅（規則で定め

るこれに準ずる住宅を含む。）に居住してい

る職員で世帯主であるもの 

２ 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の

区分に応じて、当該各号に掲げる額（その額に

100円未満の端数を生じたときは、これを切り

捨てた額）に相当する額とする。 

２ 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の

区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。 

(１) 月額23,000円以下の家賃を支払っている

職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

（ただし、その額が3,500円未満のときは、

3,500円） 

(１) 前項第１号に掲げる職員 次に掲げる職

員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額

（その額に100円未満の端数を生じたとき

は、これを切り捨てた額）に相当する額 

 ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている

職員 家賃の月額から12,000円を控除した

額（ただし、その額が3,500円未満のとき

は、3,500円） 

 イ 月額23,000円を超える家賃を支払ってい

る職員 家賃の月額から23,000円を控除し

た額の２分の１（その控除した額の２分の

１が16,000円を超えるときは、16,000円）

を11,000円に加算した額 

(２) 月額23,000円を超える家賃を支払ってい

る職員 家賃の月額から23,000円を控除した

額の２分の１（その控除した額の２分の１が

16,000円を超えるときは、16,000円）を

(２) 前項第２号に掲げる職員 3,500円 



11,000円に加算した額 

（期末手当） （期末手当） 

第17条  第17条  

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に

支給する場合においては100分の125、12月に支

給する場合においては100分の150を乗じて得た

額に、基準日以前６か月以内の期間におけるそ

の者の在職期間の区分に応じて、次の表に定め

る割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に

支給する場合においては100分の140、12月に支

給する場合においては100分の150を乗じて得た

額に、基準日以前６か月以内の期間におけるそ

の者の在職期間の区分に応じて、次の表に定め

る割合を乗じて得た額とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につい

ては、同項中「100分の125」とあるのは「100

分の65」と、「100分の150」とあるのは「100

分の85」とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につい

ては、同項中「100分の140」とあるのは「100

分の75」と、「100分の150」とあるのは「100

分の80」とする。 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第18条  第18条  

２  ２  

(２) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任

用職員の勤勉手当基礎額に100分の35を乗じ

て得た額の総額 

(２) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任

用職員の勤勉手当基礎額に６月に支給する場

合においては100分の35、12月に支給する場

合においては100分の40を乗じて得た額の総

額 

  

 （春日部市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 春日部市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成１９年条例第１４

号）の一部を次のように改正する。 

(1) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（給料の切替えに伴う経過措置） （給料の切替えに伴う経過措置） 

８ 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適

用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が

同日において受けていた給料月額（平成21年12

月１日において、春日部市職員の給与に関する

条例等の一部を改正する条例（平成  年条例

第  号）附則第３項第１号に規定する減額改

定対象職員である者にあっては、当該給料月額

に100分の99.76を乗じて得た額とし、その額に

１円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て

た額とする。）に達しないこととなるもの（医

療職給料表(１)の適用を受ける職員その他規則

で定める職員を除く。）には、給料月額のほ

８ 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適

用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が

同日において受けていた給料月額に達しないこ

ととなる職員（医療職給料表(１)の適用を受け

る職員その他規則で定める職員を除く。）に

は、給料月額のほか、その差額に相当する額を

給料として支給する。 



か、その差額に相当する額を給料として支給す

る。 

  

 （春日部市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第４条 春日部市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１７年条例第５３号）

の一部を次のように改正する。 

(1) 次の表中、改正前の欄の号（以下「改正前の号」という。）に対応する改正後の欄の

号が存在しない場合にあっては、当該改正前の号を削る。 

(2) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。 

改正後 改正前 

（住居手当） （住居手当） 

第５条の３ 住居手当は、自ら居住するため住宅

（貸間を含む。）を借り受け、規則で定める額

を超える家賃（使用料を含む。）を支払ってい

る職員で規則で定めるもの以外の職員に支給す

る。 

第５条の３ 住居手当は、次に掲げる職員に支給

する。 

 (１) 自ら居住するため住宅（貸間を含む。）

を借り受け、規則で定める額を超える家賃

（使用料を含む。）を支払っている職員で規

則で定めるもの以外の職員 

 (２) 当該職員の所有に係る住宅（これに準ず

るものとして、規則で定めるものを含む。）

に居住している職員で世帯主であるもの 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２１年１２月１日から施行する。ただし、第２条、第４条、附則第４

項及び第５項の規定は、平成２２年４月１日から施行する。 

 （施行日前の異動者の号給の調整） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に職務の級を異にして異動した職員

の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等し

たものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、

必要な調整を行うことができる。 

 （平成２１年１２月に支給する期末手当に関する特例措置） 

３ 平成２１年１２月に支給する期末手当の額は、第１条の規定による改正後の春日部市職

員の給与に関する条例（以下「改正後の給与条例」という。）第１７条第２項（同条第３



項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）及び第４項から第６項まで若しくは第

１９条第１項から第３項まで若しくは第６項又は公益的法人等への春日部市職員の派遣等

に関する条例（平成１７年条例第３１号）第４条の規定にかかわらず、これらの規定によ

り算定される期末手当の額（以下この項において「基準額」という。）から次に掲げる額

の合計額（以下この項において「調整額」という。）に相当する額を減じた額とする。こ

の場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。 

 (1) 平成２１年４月１日（同月２日から同年１２月１日までの間に職員（春日部市職員の

給与に関する条例第１８条の２に規定する職員を除く。以下この項において同じ。）以

外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の

表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の

職員（以下この項において「減額改定対象職員」という。）となった者（同年４月１日

に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。）に

あっては、その減額改定対象職員となった日（当該日が２以上あるときは、当該日のう

ち市長が定める日））において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養

手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に１００分の０．２４を乗じて得た額に、

同月から施行日の属する月の前月までの月数（同年４月１日から施行日の前日までの期

間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以

外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から

当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数）を乗じて得た額 

給料表 職務の級 号給 

行政職給料表 

１級 １号給から５６号給まで 

２級 １号給から２８号給まで 

３級 １号給から８号給まで 

医療職給料表 

１級 １号給から５２号給まで 

２級 １号給から２８号給まで 

３級 １号給から１２号給まで 

 (2) 平成２１年６月１日において減額改定対象職員であった者（任用の事情を考慮して市

長が定める者を除く。）に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に１００分

の０．２４を乗じて得た額 

 （住居手当に関する経過措置） 

４ 平成２２年４月１日前から引き続き第２条の規定による改正前の春日部市職員の給与に

関する条例（以下「改正前の給与条例」という。）第９条の４第１項第２号に該当する職



員については、第２条の規定による改正前の給与条例第９条の４の規定は、同日から平成

２３年３月３１日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同条第２項第

２号中「３，５００円」とあるのは、平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで

の間にあっては「２，０００円」とする。 

５ 平成２２年４月１日前から引き続き第４条の規定による改正前の春日部市技能職員の給

与の種類及び基準に関する条例（以下「改正前の技能職員の給与条例」という。）第５条

の３第２号に該当する職員については、改正前の技能職員の給与条例第５条の３の規定は、

同日から平成２３年３月３１日までの間は、なおその効力を有する。 

 （委任） 

６ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規

則で定める。 


